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第
十
三
章　
「
核
兵
器
廃
絶
」
の
機
運
を
高
め
、
平
和
を
守
る
憲
法
九
条
を
活
か
し
た

取
り
組
み
を
強
め
る

（
一
）
世
界
の
平
和
の
流
れ

大
国
の
横
暴
と
核
兵
器
使
用
の
危
機

　
　

ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
は
４
年
目
を
迎
え
、
イ
ス
ラ
エ
ル
に
よ
る
ガ
ザ
の
殺
戮
も
続
い
て
い
ま
す
。
核
兵
器
使
用
の
威
嚇

も
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
を
契
機
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
、
ス
ウ
エ
ー
デ
ン
の
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
加
盟
、
フ
ラ

ン
ス
の
マ
ク
ロ
ン
大
統
領
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
の
「
核
抑
止
力
」
を
欧
州
全
体
に
拡
大
す
る
構
想
や
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
米
国
の
核
兵
器
を

自
国
に
配
備
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
な
ど
「
軍
事
対
軍
事
」「
核
対
核
」
の
方
向
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
で
も
、
Ｎ
Ａ

Ｔ
Ｏ
と
日
米
軍
事
同
盟
の
連
携
強
化
な
ど
、
軍
事
同
盟
網
の
強
化
が
推
し
進
め
ら
れ
、
一
方
で
ロ
シ
ア
・
北
朝
鮮
と
の
軍
事
的
連
携
強

化
の
動
き
も
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

米
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
蛮
行
と
孤
立

　
　

米
ト
ラ
ン
プ
政
権
が
誕
生
し
、
ロ
シ
ア
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
の
容
認
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
ガ
ザ
殺
戮
の
容
認
と
ア
メ
リ
カ
の
ガ
ザ
所

有
、
イ
ラ
ン
へ
の
爆
撃
な
ど
自
由
、
民
主
主
義
、
国
際
法
を
無
視
し
た
覇
権
主
義
的
な
政
策
を
推
し
進
め
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
な
暴
挙
に
よ
っ
て
ト
ラ
ン
プ
政
権
は
矛
盾
と
孤
立
を
深
め
て
い
ま
す
。
世
界
の
自
由
貿
易
経
済
体
制
を
破
壊
す
る
関
税
引
き
上
げ

に
対
し
て
、
米
国
内
を
含
め
世
界
中
で
批
判
が
高
ま
り
、
追
加
関
税
を
90
日
間
延
期
す
る
修
正
に
追
い
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
ロ
シ
ア
の

ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
略
に
対
す
る
「
和
平
」
交
渉
も
、
思
惑
通
り
に
は
い
か
ず
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
、
仲
介
か
ら
離
脱
警
告
を
行
い
ま
し

た
。
米
国
内
外
で
も
、
国
民
の
批
判
は
高
ま
り
、
４
月
５
日
に
は
全
米
50
州
１
４
０
０
か
所
で
３
０
０
万
人
が
抗
議
行
動
が
行
わ
れ
ま

し
た
。

日
本
被
団
協
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
と
核
兵
器
禁
止
条
約
の
平
和
の
流
れ
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２
０
２
４
年
12
月
、
日
本
被
団
協
が
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
、
核
兵
器
禁
止
条
約
と
世
界
の
平
和
運
動
に
大
き
な
影
響
を
与
え

て
い
ま
す
。
核
兵
器
禁
止
条
約
の
第
３
回
締
約
国
会
議
が
３
月
に
開
か
れ
、
画
期
的
な
「
政
治
宣
言
」
が
採
択
さ
れ
ま
し
た
。
今
回
、

注
目
さ
れ
る
の
は
、
宣
言
が
「
日
本
被
団
協
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受
賞
が
締
約
国
の
決
意
を
支
え
、
新
た
な
希
望
を
与
え
る
も
の
と

な
っ
た
」
と
述
べ
、
日
本
被
団
協
と
市
民
社
会
の
役
割
を
強
調
し
ま
し
た
。
ま
た
宣
言
は
「
こ
の
不
安
定
な
環
境
に
お
い
て
、
外
交
を

促
進
し
、
多
国
間
主
義
を
強
化
す
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
ア
メ
リ
カ
、
ロ
シ
ア
が
国
際
法
を
軽
視
、
蹂

躙
す
る
下
で
禁
止
条
約
が
国
際
連
帯
、
多
国
間
主
義
を
推
進
す
る
力
と
な
っ
て
い
る
と
し
た
点
で
す
。
ま
た
、
宣
言
は
「
核
抑
止
力
へ

の
依
存
の
強
化
、
核
兵
器
の
継
続
的
な
保
有
な
ど
、
国
際
的
な
動
き
を
警
戒
・
憂
慮
し
て
い
る
」
と
し
て
、「
核
抑
止
力
」
論
と
の
た
た

か
い
を
強
調
、
会
議
で
は
核
抑
止
力
が
人
道
上
だ
け
で
は
な
く
、
安
全
保
障
上
も
誤
っ
て
い
る
と
の
指
摘
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

２
０
２
６
年
Ｎ
Ｐ
Ｔ
再
検
討
会
議
の
準
備
委
員
会
（
25
年
４
、
５
月
）
で
は
、
現
在
の
世
界
の
危
機
的
状
況
を
解
決
す
る
た
め
に
圧
倒

的
多
数
の
国
が
核
保
有
国
に
対
し
て
、
核
軍
備
撤
廃
の
第
６
条
の
義
務
、
保
有
国
自
身
も
合
意
し
た
核
兵
器
を
な
く
す
と
の
過
去
の
再

検
討
会
議
の
合
意
の
実
行
を
迫
り
ま
し
た
。

　

核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
署
名
国
は
94
か
国
、
批
准
国
は
73
か
国
（
24
年
９
月
時
点
）
に
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
す
。

（
二
）
日
本
政
府
の
大
軍
拡

　

石
破
政
権
は
、
多
く
の
国
民
が
物
価
高
騰
に
あ
え
ぐ
中
、
８
兆
７
０
０
０
億
円
も
の
軍
事
費
を
計
上
し
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
中
国
包
囲

戦
略
に
協
力
し
て
大
軍
拡
、「
拡
大
抑
止
」
の
強
化
を
図
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
自
衛
隊
が
戦
争
の
最
前
線
に

　
　

中
国
は
、
南
シ
ナ
海
や
東
シ
ナ
海
の
領
有
権
を
主
張
し
、
軍
事
基
地
を
建
設
す
る
な
ど
国
際
法
違
反
の
実
効
支
配
を
強
め
て
い
ま

す
。
一
方
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
、
韓
国
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
同
盟
国
を
動
員
し
て
日
本
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
、
イ
ン
ド
洋

に
至
る
対
中
国
包
囲
網
を
強
化
し
て
い
ま
す
。
重
要
な
の
は
、
そ
の
中
心
に
日
本
が
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
25
年
２
月
の
石
破

首
相
と
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
と
の
首
脳
会
談
で
、
ア
メ
リ
カ
は
「
核
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
能
力
を
用
い
た
、
日
本
防
衛
に
対
す
る
米
国
の
ゆ

る
ぎ
な
い
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
」
を
強
調
し
、
い
ざ
と
い
う
場
合
、
核
兵
器
の
使
用
を
表
明
。
さ
ら
に
「
台
湾
海
峡
の
平
和
と
安
定
を
維
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持
す
る
こ
と
の
重
要
性
」
を
強
調
し
、「
台
湾
有
事
」
の
際
に
は
、
日
本
も
軍
事
協
力
す
る
こ
と
を
表
明
し
ま
し
た
。

　
　

３
月
に
開
か
れ
た
日
米
防
衛
相
会
談
で
は
、
自
衛
隊
と
米
軍
の
運
用
面
で
の
協
力
を
一
層
強
化
す
る
た
め
に
、
在
日
米
軍
の
統
合
軍

司
令
部
へ
の
ア
ッ
プ
グ
レ
ー
ド
の
開
始
が
発
表
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
り
、
米
軍
の
指
揮
下
に
自
衛
隊
を
動
員
し
、
対
中
戦
争
の
第
一
線
で

自
衛
隊
が
攻
撃
任
務
を
も
っ
て
参
戦
す
る
体
制
づ
く
り
が
始
ま
り
ま
し
た
。
ヘ
グ
セ
ス
米
国
防
長
官
は
「
日
本
は
西
太
平
洋
で
い
か
な

る
不
測
の
事
態
に
直
面
し
て
も
最
前
線
に
立
ち
、
互
い
に
支
え
あ
い
な
が
ら
と
も
に
戦
う
」
と
述
べ
、
自
衛
隊
が
最
前
線
で
米
軍
と
と

も
に
戦
う
役
割
を
担
う
と
明
言
し
ま
し
た
。

　
　

サ
イ
バ
ー
攻
撃
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
と
し
て
能
動
的
サ
イ
バ
ー
防
御
法
が
成
立
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
法
律
は
、
①
憲
法

が
保
障
す
る
「
通
信
の
秘
密
」
を
侵
害
し
、
②
自
衛
隊
と
警
察
が
憲
法
と
国
際
法
に
反
し
た
先
制
攻
撃
に
踏
む
込
む
危
険
す
ら
あ
る
も

の
で
す
。
こ
の
法
律
の
廃
止
を
国
に
求
め
ま
す
。

（
三
）
被
爆
80
年
、
今
こ
そ
被
爆
国
の
役
割
を
果
た
す
日
本
に

　

今
年
、
２
０
２
５
年
は
広
島
、
長
崎
の
被
爆
か
ら
80
年
目
の
節
目
で
す
。
昨
年
の
日
本
被
団
協
が
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
て
、
世

界
的
に
も
、
ま
た
日
本
で
も
平
和
の
流
れ
が
強
ま
っ
て
い
ま
す
。
日
本
政
府
に
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
調
印
（
署
名
）・
批
准
・
参
加
を
求

め
る
意
見
書
決
議
は
、
４
月
時
点
で
、
７
１
７
自
治
体
議
会
で
採
択
さ
れ
、
県
、
市
区
町
村
合
計
１
７
８
８
自
治
体
の
40
％
と
な
っ
て
い

ま
す
。
４
月
の
朝
日
新
聞
の
世
論
調
査
で
は
、「
核
兵
器
禁
止
条
約
に
日
本
も
参
加
を
」
の
声
が
73
％
に
の
ぼ
り
、「
日
本
は
自
立
し
た
外

交
を
」
の
声
も
68
％
に
上
っ
て
い
ま
す
。

　

日
本
政
府
は
、
ト
ラ
ン
プ
政
権
の
無
謀
な
要
求
は
き
っ
ぱ
り
と
拒
否
す
べ
き
で
す
。
そ
し
て
戦
争
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
国
連
憲
章
と

戦
争
放
棄
・
戦
力
不
保
持
の
憲
法
９
条
を
生
か
し
た
平
和
外
交
で
、
問
題
解
決
の
先
頭
に
立
つ
べ
き
で
す
。
世
界
で
唯
一
の
戦
争
被
爆
国

で
あ
る
日
本
が
核
兵
器
禁
止
条
約
に
参
加
し
、
ア
メ
リ
カ
の
「
核
の
傘
」
に
頼
る
安
全
保
障
政
策
を
大
き
く
転
換
す
る
べ
き
で
す
。

日
本
共
産
党
の
「
外
交
ビ
ジ
ョ
ン
」
と
日
中
共
同
声
明

　
　

い
ま
政
治
が
と
り
く
む
べ
き
は
、
戦
争
の
準
備
で
な
く
、
平
和
の
準
備
―
９
条
を
生
か
し
た
外
交
に
よ
っ
て
日
本
の
平
和
を
確
保

し
、
東
ア
ジ
ア
に
平
和
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
で
す
。
日
本
共
産
党
は
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
連
合
（
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
）
と
協
力
し
、
東
ア
ジ

ア
サ
ミ
ッ
ト
（
Ｅ
Ａ
Ｓ
）
を
発
展
さ
せ
て
、
東
ア
ジ
ア
の
全
体
を
東
南
ア
ジ
ア
の
よ
う
な
戦
争
の
心
配
の
な
い
平
和
の
地
域
に
し
て
い
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く
「
外
交
ビ
ジ
ョ
ン
」
を
提
唱
し
て
き
ま
し
た
。

　
　

ま
た
、
日
中
両
国
関
係
を
前
向
き
に
打
開
す
る
た
め
の
「
提
言
」
を
両
国
政
府
に
提
起
し
、
２
０
０
８
年
の
日
中
共
同
声
明
に
明
記

さ
れ
た
「
双
方
は
互
い
に
脅
威
と
な
ら
な
い
」
な
ど
、
す
で
に
両
国
政
府
間
に
存
在
す
る
「
共
通
の
土
台
」
に
着
目
し
て
、
平
和
と
友

好
の
関
係
を
つ
く
る
こ
と
を
提
起
し
て
い
ま
す
。
４
月
に
日
中
友
好
議
員
連
盟
で
訪
中
し
た
際
に
も
日
本
共
産
党
・
志
位
議
長
は
中
国

側
に
対
し
て
「
互
い
に
脅
威
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
原
則
を
示
し
、
中
国
側
も
「
重
視
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
こ
の
原
則
を
確
認
し
ま

し
た
。

（
四
）
第
二
の
基
地
県
・
神
奈
川
の
基
地
の
状
況

神
奈
川
の
米
軍
基
地
の
特
徴

　

日
本
に
お
け
る
第
２
の
基
地
県
と
な
っ
て
い
る
神
奈
川
の
米
軍
基
地
の
特
徴
は
、
次
の
５
つ
で
す
。

①

日
米
空
母
２
隻
体
制
に
よ
る
戦
争
の
一
大
出
撃
拠
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
横
須
賀
は
米
第
７
艦
隊
の
母
港
で
あ
り
、
海
上

自
衛
隊
の
空
母
「
い
ず
も
」
の
母
港
で
も
あ
り
、
空
母
を
中
心
と
し
た
打
撃
軍
の
出
撃
拠
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。

②

日
米
戦
争
司
令
部
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
横
須
賀
に
は
、
米
第
７
艦
隊
司
令
部
が
あ
り
、
海
上
自
衛
隊
の
自
衛
艦
隊

司
令
部
が
あ
り
ま
す
。
座
間
に
は
米
太
平
洋
陸
軍
前
方
司
令
部
、
相
模
原
に
は
米
陸
軍
ミ
サ
イ
ル
司
令
部
な
ど
ア
ジ
ア
太
平
洋
へ
の

前
方
展
開
の
た
め
の
司
令
部
が
あ
り
ま
す
。

③

兵
站
・
整
備
の
拠
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
横
浜
ノ
ー
ス
ド
ッ
ク
で
は
揚
陸
艇
を
中
心
と
す
る
輸
送
部
隊
が
あ
り
、
横
須
賀

補
給
セ
ン
タ
ー
、
相
模
補
総
合
補
給
廠
な
ど
西
太
平
洋
最
大
級
の
事
前
集
積
基
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。

④

情
報
収
集
活
動
の
拠
点
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
横
浜
ノ
ー
ス
ド
ッ
ク
は
情
報
収
集
艦
の
中
継
基
地
で
あ
り
、
厚
木
基
地
は
海

上
監
視
・
偵
察
を
任
務
と
す
る
海
上
自
衛
隊
・
第
３
航
空
隊
が
あ
り
、
米
海
軍
は
日
米
の
情
報
収
集
拠
点
と
位
置
付
け
て
い
ま
す
。

⑤

宇
宙
、
サ
イ
バ
ー
、
電
子
戦
の
拠
点
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
相
模
総
合
補
給
廠
に
は
在
日
米
軍
唯
一
の
ミ
サ
イ
ル
部
隊
司

令
部
が
あ
り
、
座
間
に
は
米
国
防
衛
星
通
信
の
地
上
通
信
基
地
の
拠
点
が
あ
り
ま
す
。
衛
星
通
信
を
使
っ
た
情
報
処
理
、
統
合
指
揮

統
制
ま
で
サ
イ
バ
ー
領
域
の
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
　

こ
れ
だ
け
の
基
地
強
化
と
日
米
一
体
化
の
下
で
周
辺
住
民
は
、
米
軍
に
よ
る
数
々
の
犯
罪
や
事
故
、
騒
音
、
Ｐ
Ｆ
Ａ
Ｓ
な
ど
の
環

境
破
壊
な
ど
住
民
の
命
と
安
全
を
脅
か
す
基
地
被
害
に
あ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
米
軍
基
地
、
自
衛
隊
基
地
の
縮
小
、
返
還
は
急
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務
で
す
。
米
軍
の
犯
罪
を
許
し
て
き
た
日
米
地
位
協
定
は
改
正
す
べ
き
で
す
。

（
五
）
川
崎
市
の
平
和
問
題
に
対
す
る
姿
勢
に
つ
い
て

　

本
市
は
、
１
９
８
２
年
６
月
８
日
に
全
国
の
政
令
市
で
最
初
に
、
核
兵
器
廃
絶
平
和
都
市
宣
言
を
行
な
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
た
い
へ
ん

格
調
高
い
も
の
で
、「
川
崎
市
は
、
わ
が
国
の
非
核
三
原
則
が
完
全
に
実
施
さ
れ
る
こ
と
を
願
い
、
す
べ
て
の
核
保
有
国
に
対
し
、
核
兵
器

の
廃
絶
と
軍
縮
を
求
め
、
国
際
社
会
の
連
帯
と
民
主
主
義
の
原
点
に
立
っ
て
、
核
兵
器
廃
絶
の
世
論
を
喚
起
す
る
た
め
、
こ
こ
に
核
兵
器

廃
絶
平
和
都
市
と
な
る
こ
と
を
宣
言
す
る
」
と
し
て
い
ま
す
。

　

日
本
被
団
協
が
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
、
ま
さ
に
世
界
的
に
核
兵
器
廃
絶
の
国
際
世
論
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。
お
り
し
も
今
年
は

被
爆
80
周
年
で
す
。
い
ま
だ
に
世
界
に
は
地
球
を
何
度
壊
し
て
も
余
る
ほ
ど
の
核
兵
器
が
あ
り
、
そ
の
使
用
の
危
険
が
高
ま
っ
て
い
ま

す
。
市
長
は
「
施
政
方
針
」
で
「
核
兵
器
廃
絶
平
和
都
市
宣
言
を
行
っ
て
い
る
本
市
と
し
て
、
戦
争
体
験
を
風
化
さ
せ
ず
、
戦
争
の
悲
惨

さ
や
平
和
の
尊
さ
を
次
世
代
に
広
く
継
承
す
る
取
り
組
み
を
進
め
る
」
と
述
べ
ら
れ
ま
し
た
が
、
い
ま
こ
そ
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
を
発
揮
し

世
論
の
先
頭
に
立
つ
と
き
で
す
。

　

問
わ
れ
る
の
は
唯
一
の
被
爆
国
で
あ
る
日
本
の
姿
勢
で
す
。
本
市
と
し
て
も
継
承
し
て
い
る
核
兵
器
の
非
人
道
性
は
被
爆
者
の
皆
さ
ん

に
よ
っ
て
国
際
社
会
の
共
通
認
識
と
な
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
政
府
は
、
核
兵
器
が
平
和
の
抑
止
と
な
る
と
し
て
、「
核
の
傘
」
を
と

な
え
核
兵
器
廃
絶
に
背
を
向
け
て
い
ま
す
。
核
兵
器
廃
絶
平
和
都
市
宣
言
を
行
っ
て
い
る
本
市
の
市
長
は
、
い
ま
こ
そ
、
日
本
政
府
に
対

し
て
核
兵
器
の
廃
絶
を
求
め
、
核
兵
器
禁
止
条
約
を
批
准
す
る
こ
と
、
締
約
国
会
議
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
す
る
こ
と
を
求
め
る
べ
き
で

す
。

自
衛
隊
へ
の
名
簿
提
出

　
　

川
崎
市
は
２
０
１
７
年
度
か
ら
、
防
衛
省
の
求
め
に
応
じ
て
、
自
衛
隊
に
対
し
対
象
者
の
名
簿
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
人
数

は
、
２
０
２
５
年
度
、
18
歳
１
２
４
９
６
人
、
22
歳
１
４
６
２
４
人
の
計
２
７
１
２
０
人
、
８
年
間
で
21
万
人
に
も
及
び
ま
す
。
神
奈

川
県
内
で
は
、
名
簿
を
提
出
し
て
い
る
の
は
33
自
治
体
の
う
ち
14
自
治
体
に
と
ど
ま
り
ま
す
。
市
は
自
衛
隊
法
第
97
条
、
同
法
施
行
令

第
１
２
０
条
及
び
川
崎
市
個
人
情
報
保
護
条
例
の
除
外
規
定
な
ど
を
根
拠
に
挙
げ
て
い
ま
す
が
、
ど
れ
も
名
簿
提
出
を
正
当
化
す
る
根

拠
と
は
な
り
ま
せ
ん
。
川
崎
市
は
、
即
時
、
自
衛
隊
へ
の
名
簿
提
出
を
中
止
す
べ
き
で
す
。
区
民
祭
な
ど
で
行
っ
て
い
る
自
衛
隊
の
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体
験
コ
ー
ナ
ー
な
ど
は
、
直
ち
に
中
止
す
べ
き
で
す
。

１　

国
に
対
し
て
、
戦
争
す
る
国
つ
く
り
の
政
策
に
反
対
し
、
核
廃
絶
を
目
指
す
姿
勢
を
貫
く
。

①

非
核
三
原
則
（
核
兵
器
を
作
ら
ず
、
持
た
ず
、
持
ち
込
ま
せ
ず
）
の
法
制
化
と
と
も
に
、
核
兵
器
禁
止
条
約
の
署
名
、
批
准
を
す

る
こ
と
、
核
兵
器
禁
止
条
約
の
締
約
国
会
議
に
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
す
る
こ
と
を
国
に
求
め
る
。

②

国
に
対
し
て
秘
密
保
護
法
、
安
保
法
制
＝
戦
争
法
、
共
謀
罪
の
廃
止
を
求
め
る
。

③

オ
ス
プ
レ
イ
配
備
の
反
対
と
低
空
飛
行
訓
練
の
中
止
を
求
め
る
。

④

市
の
施
設
や
民
間
施
設
を
使
っ
た
軍
事
訓
練
を
拒
否
し
、
自
治
体
を
戦
争
に
動
員
す
る
よ
う
な
国
の
指
示
権
に
は
従
わ
な
い
。

⑤

宮
前
区
の
自
衛
隊
・
艦
艇
装
備
研
究
所
は
返
還
し
て
、
市
民
の
た
め
に
活
用
す
る
。

２　
「
平
和
首
長
会
議
」「
非
核
自
治
体
協
議
会
」
へ
市
長
は
参
加
し
、
広
島
市
・
長
崎
市
な
ど
と
の
連
帯
・
交
流
を
深
め
、
平
和
首
長
の

行
動
計
画
に
基
づ
き
川
崎
市
と
し
て
「
核
兵
器
廃
絶
」
を
求
め
る
具
体
的
な
行
動
計
画
を
作
る
。

３　

平
和
推
進
事
業
費
（
平
和
推
進
補
助
事
業
費
も
含
む
）
は
減
額
さ
れ
続
け
て
い
る
。
平
和
施
策
の
特
別
の
推
進
を
図
る
た
め
に
も
こ

れ
ら
の
予
算
の
増
額
を
す
る
。

４　

平
和
事
業
を
市
民
参
加
で
進
め
る
た
め
に
、「（
仮
称
）
平
和
推
進
委
員
会
」
を
立
ち
上
げ
、
施
策
の
充
実
を
図
る
。

５　
「
核
兵
器
廃
絶
平
和
都
市
宣
言
」
の
普
及
に
努
め
る
。
各
学
校
で
「
平
和
都
市
宣
言
」
を
掲
示
す
る
と
と
も
に
、
平
和
施
策
の
普
及
を

図
る
。
新
本
庁
舎
に
も
掲
示
す
る
。

６　

平
和
館
や
市
内
に
残
る
戦
争
遺
跡
等
を
活
用
す
る
な
ど
「
平
和
教
育
」「
平
和
学
習
」
の
推
進
を
図
る
。

①

子
ど
も
の
平
和
学
習
を
進
め
る
た
め
に
、
引
き
続
き
「
平
和
大
使
」
の
助
成
を
行
う
。

②

平
和
館
を
活
用
し
戦
争
・
被
爆
体
験
を
聞
く
機
会
を
増
や
す
。

③
「
平
和
教
育
」
の
推
進
を
図
る
た
め
に
、
市
内
の
小
中
学
校
を
対
象
に
し
た
「
反
核
・
平
和
作
文
コ
ン
ク
ー
ル
」
を
再
開
す
る
。

④

市
民
の
平
和
活
動
を
支
援
す
る
「
平
和
推
進
事
業
補
助
金
制
度
」
の
各
企
画
に
対
す
る
補
助
金
を
増
額
す
る
。

⑤

市
民
の
平
和
学
習
を
保
証
し
、
企
画
な
ど
へ
の
後
援
や
公
共
施
設
の
利
用
を
推
進
す
る
。

⑥

巡
回
平
和
展
は
、
地
域
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
協
力
を
得
る
な
ど
、
創
意
工
夫
で
体
制
を
充
実
し
、
引
き
続
き
各
区
で
開
催
す
る
。

　
　

改
定
さ
れ
た
平
和
ノ
ー
ト
の
活
用
を
推
進
す
る
。
市
民
に
広
く
周
知
し
て
い
く
と
と
も
に
、
小
・
中
学
生
に
は
配
布
す
る
。

⑦

２
０
１
８
年
、
地
域
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
貴
重
な
戦
争
遺
産
で
あ
る
「
明
治
大
学
平
和
教
育
登
戸
研
究
所
資
料
館
」
を
本
市
の
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平
和
教
育
に
活
用
す
る
。
２
０
１
８
年
度
に
「
旧
陸
軍
登
戸
研
究
所
の
遺
構
群
」
を
第
１
回
川
崎
市
地
域
文
化
財
と
し
て
決
定
し

た
。
そ
の
存
在
を
市
民
に
広
報
す
る
と
と
も
に
、
全
国
に
発
信
す
る
。
ま
た
、
館
の
運
営
、
保
存
の
た
め
の
助
成
を
行
う
。（
再
掲
）

⑧

市
内
に
あ
る
旧
日
本
軍
の
壕
や
施
設
な
ど
を
調
査
し
、
保
全
に
努
め
る
。
特
に
生
田
緑
地
内
や
周
辺
の
壕
の
調
査
を
進
め
、
調

査
・
保
存
に
努
め
る
。

⑨

戦
争
に
関
す
る
証
言
に
加
え
、
被
爆
者
の
証
言
・
資
料
収
集
、
編
集
な
ど
を
行
う
。
証
言
映
像
な
ど
制
作
さ
れ
た
資
料
を
編
集
し

各
図
書
館
に
置
く
な
ど
、
市
民
が
気
軽
に
活
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

⑩

日
本
の
侵
略
戦
争
の
実
相
、
他
民
族
に
与
え
た
被
害
、
朝
鮮
人
強
制
連
行
、
強
制
労
働
、
旧
日
本
軍
「
慰
安
婦
」
の
実
態
な
ど
、

市
と
し
て
も
積
極
的
に
掘
り
起
こ
し
、
市
民
に
知
ら
せ
る
。

７
「
平
和
館
」
事
業
の
充
実
を
図
る
。

①

平
和
館
の
来
場
者
数
は
２
０
２
４
年
度
４
６
７
７
２
（
＋
１
１
９
９
２
）
人
と
な
り
ま
し
た
。
展
示
企
画
事
業
費
は
２
０
２
４
年

度
２
７
０
万
円
（
＋
20
）
で
10
年
前
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。
平
和
事
業
の
重
要
性
を
考
え
、
予
算
の
大
幅
な
ア
ッ
プ
を
行

う
。

②　

平
和
館
の
よ
り
積
極
的
な
活
用
は
、
専
門
家
と
と
も
に
市
民
参
加
で
検
討
し
、
計
画
に
反
映
さ
せ
る
。

③　

平
和
館
・
平
和
公
園
が
米
軍
基
地
跡
地
に
建
設
さ
れ
た
経
過
な
ど
、
平
和
館
の
由
来
も
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
館
内
表
示
を
す
る
な
ど

市
民
に
知
ら
せ
る
。

④　

平
和
問
題
の
研
究
・
調
査
に
当
た
っ
て
は
、
現
在
の
嘱
託
の
専
門
職
員
を
は
じ
め
、
学
問
・
実
践
に
秀
で
た
専
門
家
の
協
力
を
得

る
な
ど
、
チ
ー
ム
で
調
査
研
究
を
進
め
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
予
算
を
措
置
す
る
。

⑤　
「
川
崎
と
戦
争
」（
川
崎
の
軍
需
産
業
、
朝
鮮
人
連
行
、
旧
陸
軍
登
戸
研
究
所
、
川
崎
の
空
襲
な
ど
）
の
調
査
を
引
き
続
き
す
す
め

る
と
と
も
に
、
そ
の
成
果
を
展
示
す
る
な
ど
市
民
に
公
表
す
る
。

⑥　

平
和
館
の
展
示
内
容
は
、
子
ど
も
に
も
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
ア
ナ
ウ
ン
ス
の
子
ど
も
版
を
作
る
。
引
き
続
き
教
育
関
係
者

な
ど
の
方
々
の
意
見
な
ど
を
展
示
内
容
に
反
映
さ
せ
る
。
来
館
し
た
子
ど
も
の
感
想
な
ど
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
内
容
の
充
実
を
図

る
。
ま
た
、
小
中
学
校
の
見
学
会
な
ど
学
校
教
育
の
一
環
と
し
て
利
用
で
き
る
よ
う
、
教
育
委
員
会
と
連
携
す
る
。

⑦

平
和
館
の
蔵
書
数
は
、
現
在
１
２
２
６
３
冊
（
＋
１
冊
）
で
す
が
、
基
本
構
想
通
り
10
万
冊
を
確
保
す
る
。

⑧

平
和
館
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
を
、
資
料
な
ど
の
タ
イ
ト
ル
を
一
覧
表
で
紹
介
し
た
り
、
来
館
者
の
感
想
な
ど
を
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紹
介
す
る
な
ど
、
充
実
さ
せ
る
。
他
都
市
や
大
学
機
関
（
立
命
館
大
学
・
国
際
平
和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）
等
の
平
和
館
な
ど
へ
の
リ
ン

ク
も
は
る
。

８　

憲
法
を
遵
守
し
、
自
衛
隊
へ
の
協
力
は
行
わ
な
い
。

①　

憲
法
の
平
和
原
則
を
遵
守
す
る
立
場
を
堅
持
す
る
。

②　

国
民
保
護
計
画
は
撤
回
す
る
。

③　
「
東
京
湾
非
核
宣
言
」
を
関
係
自
治
体
に
も
働
き
か
け
、
そ
の
実
現
を
目
指
す
。
川
崎
港
の
「
非
核
宣
言
」
を
率
先
し
て
行
い
米
第

７
艦
隊
の
東
京
湾
へ
の
入
港
を
拒
否
す
る
よ
う
関
係
都
市
と
連
携
を
図
る
。

④　

防
衛
省
が
、
全
国
約
３
０
０
の
自
衛
隊
基
地
に
あ
る
建
物
を
核
兵
器
な
ど
の
攻
撃
に
耐
え
る
よ
う
ゼ
ネ
コ
ン
関
係
者
と
意
見
交
換

し
、
艦
艇
装
備
研
究
所
川
崎
支
所
（
宮
前
区
）
も
対
象
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
研
究
所
の
基
地
強
化
は
中
止
す
る
こ
と
を
国
に
要
望

す
る
。

⑤　
「
栗
木
マ
イ
コ
ン
地
区
・
南
黒
川
地
区
地
区
計
画
に
基
づ
く
建
築
物
等
の
用
途
等
に
関
す
る
指
導
基
準
」
で
定
め
て
い
る
よ
う
に
、

武
器
製
造
に
関
連
す
る
企
業
に
対
し
て
は
、
市
の
土
地
を
貸
し
た
り
す
る
な
ど
、
軍
事
利
用
に
つ
な
が
る
協
力
は
し
な
い
。
武
器
や

軍
事
的
な
装
備
品
を
展
示
す
る
企
画
に
対
し
て
、
市
の
施
設
は
貸
さ
な
い
。

⑥　

米
軍
及
び
自
衛
隊
の
音
楽
祭
の
後
援
は
行
わ
な
い
。
こ
の
音
楽
祭
へ
の
小
・
中
・
高
校
生
の
出
演
は
行
わ
な
い
。
区
民
祭
へ
の
自

衛
隊
の
出
店
は
中
止
す
る
。

⑦　

自
衛
隊
へ
の
名
簿
提
出
、
自
衛
官
の
募
集
業
務
は
、
中
止
す
る
。
中
・
高
校
生
の
自
衛
隊
勧
誘
の
協
力
は
行
わ
な
い
。
ま
た
、
学

校
へ
の
自
衛
官
募
集
の
ポ
ス
タ
ー
の
掲
示
も
行
わ
な
い
。

⑧　

退
職
し
た
自
衛
官
の
役
職
者
採
用
は
中
止
す
る
。

⑨　

市
立
中
学
校
で
の
「
総
合
的
な
学
習
の
時
間
」
な
ど
を
利
用
し
た
自
衛
隊
へ
の
体
験
入
隊
や
職
場
体
験
学
習
は
、
働
き
か
け
て
く

る
自
衛
隊
出
張
所
側
の
目
的
と
し
て
も
、
ま
た
、
内
容
的
に
も
自
衛
官
募
集
業
務
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
今
後
、
行
わ
な

い
よ
う
に
学
校
に
徹
底
す
る
。

９　

原
爆
症
認
定
制
度
の
抜
本
的
改
善
を
求
め
た
原
爆
症
認
定
集
団
訴
訟
（「
新
し
い
審
査
の
方
針
」
改
定
、
２
０
１
３
年
12
月
以
降
）
で

は
、
結
審
し
た
地
裁
92
件
中
52
件
で
原
告
側
勝
訴
（
２
０
２
５
年
７
月
現
在
）
し
て
い
ま
す
。
そ
の
間
、
２
度
に
わ
た
り
認
定
審
査
方

針
の
見
直
し
を
行
わ
せ
ま
し
た
が
、
被
爆
の
実
態
に
も
司
法
の
判
断
に
も
、
み
あ
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

①　
「
原
爆
被
爆
者
援
護
条
例
」
を
制
定
し
援
護
事
業
を
充
実
さ
せ
る
。
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②　

被
爆
者
の
健
康
被
害
と
生
活
難
の
対
策
を
よ
り
充
実
さ
せ
る
。




